
令和６年１２月１６日発行 

役場からの行政・地域情報 

（回覧板） 
 

 

高原町 
 

 

 

あああああああ※自治会への加入のお願い※あああああ あ  
高原町には、自治会組織として「区・班」があります。自治会は、町

民の交流・親睦を促進するさまざまな活動を行うとともに、まちづくり

において重要な役割を果たしています。 

 高原町では、町民の皆さん同士が協力しながら、安心して地域生活を

送ることができるよう、自治会への加入をお願いしております。 

 

あああああああ ※自治会に加入するには※あああああああ 
自治会に加入するには、「班加入連絡表」に必要事項を記入し、あなた

が居住する自治会の「班長」に提出ください。 

 あなたが居住する地区の区長・班長がわからないとき、または自治会に

関して御不明な点等がある場合は、総務課行政係までお問い合わせくださ

い。 

 

ああああああ        あお問合せ先       あああああああ 

 高原町 総務課 行政係  

〒889－4492 宮崎県西諸県郡高原町大字西麓８９９番地 

電 話 0984－42－2112 

ＦＡｘ 0984－42－4623 

Ｅメール soumu@town.takaharu.lg.jp 



 
令和６年１２月１６日号                                 【発行：総務課行政係 42-2112】 

 

 

 

 

 

 

令和７年度宮崎県園芸関係補助事業の要望調査について 
宮崎県園芸関係補助事業の令和７年度分要望調査を下記のとおり実施します。 

 

１ スマート＆グリーンで目指す耕種農業産出額 UP事業 

産出額 UP緊急対策事業  補助率 

⑴ 施設園芸の産出額増加に直結する施設・機械の導入支援 

１／３ 

以内 
 対象経費 

◆施設園芸の収量向上に資する、CO2発生装置、環境モニタリン

グ等の導入に要する経費 

⑵ 露地野菜の産出額増加に直結する排水性・土壌環境の改善 

１／２ 

以内 

 対象経費 

◆ほ場の土壌物理性及び科学性改善に資する機械作業に要する

経費（プラソイラー等による深耕作業や堆肥散布の作業に要する

経費＝作業委託料） 

 

 

２ 未来へ繋ぐ施設園芸スタイルシフト推進事業 

生産基盤シフト事業  補助率 

⑴ 適正施肥・かん水等のスマート化 

１／２ 

以内 

 対象経費 

◆自動かん水タイマー、液肥混入機導入に要する経費 

◆上記機器と一体的に導入する新防虫ネット（害虫の忌避効果等

を有するネット）、天敵製剤導入の経費 

⑵ ハウスの長寿命化 

１／３ 

以内 
 対象経費 

◆柱、パイプ、谷部の改修（本人所有のハウスを対象とし、譲渡

は対象としない） 

 

 

※記事の内容については、各課等へお問い合わせください。 

※町ホームページからもダウンロードできます。https://www.town.takaharu.lg.jp 
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果樹・花き生産力強化事業  補助率 

⑴ 果樹の省力・高品質化に要する経費 

１／３ 

以内 
 対象経費 

◆簡易選果機、遮光資材、ハンディ型被破壊糖度計導入に要する

経費 

⑵ 花きの新品目導入に要する苗代 

１／３ 

以内 

 対象経費 

◆対象品目 ラナンキュラス、りんどう等 

 新たに栽培を始める生産者、産地で新たに導入される品目、販

売開始から３年未満の品種 

 

 

３ 加工・業務用野菜日本一産地確立事業 

加工・業務用産地確立支援事業  補助率 

⑴ 生産性向上に係る経費 

１／３ 

以内 

 対象経費 

 『農作業の受託に必要な』生産体制の効率化を図るための機械

等の導入やレンタルに要する経費 

◆ホイルローダー、アタッチ、後付け直進アシスト機等導入に要

する経費 

⑵ 農作業受委託に係る経費 

１／３ 

以内 

 対象経費 

◆農作業委託料 

◆受委託作業の効率化に必要なマッチングアプリ、ほ場管理、収

穫予測システム等のツール導入・拡充に係る費用、利用等 

 

●受  付  令和６年１２月１６日 ㈪ から令和７年１月３１日 ㈮ まで 

       （県の要望調査が２月中にある見込みです。）  

●受付場所  高原町農畜産振興課 農産園芸係 

 

※令和７年度分の要望調査となっております。 

※導入時期につきましては、県の補助金交付決定後になります。 

※条件によってはご希望に添えない場合があります。 

※事業ごとに採択要件及び諸条件が異なりますので、詳細につきましては下記連

絡先にお問い合わせください。 

問 農畜産振興課 担当：石山拓磨（いしやまたくま） 電話 0984-42-5132   



 

令和６年度担い手確保・経営強化支援事業の要望調査について 
標記事業のうち下記の２つの事業について要望調査を実施します。 

事業名 担い手確保・経営強化支援対策 
地域農業構造転換支援対策 

（新設） 

助成対象

者 

地域計画のうち目標地図に位置付けられた認定農業者、認定就農

者、集落営農組織、市町村基本構想に示す目標水準を達成している

者、市町村が認める者 

助成対象

となる事

業内容 

農産物の生産、加工、流通、

販売その他農業経営の開始若

しくは経営の改善に必要な機

械又は施設の導入・整備等 

〔購  入〕 

農産物の生産、加工、流通その

他農業経営の開始若しくは経営の

改善に必要な機械又は施設の導

入・整備等 

〔リース導入〕 

リースによる農産物の生産、加

工、流通その他農業経営の開始若

しくは経営の改善に必要な農業用

機械の導入 

事業内容

の主な要

件 

〔共  通〕 

・ 事業費が整備内容ごとに５０万円以上であること 

・ 運搬用トラック、パソコン、倉庫等の農業経営以外の用途に容

易に供されるような汎用性の高いものでないこと 

・ 成果目標の達成に直接関連するものであること 

・ 同種・同能力等のものの再度導入等（いわゆる単純更新）では

ないこと 等 

〔リース導入〕 

・ リース期間は３年以上、法定耐用年数以内であること 

・ リース期間が終了した後に、地域計画等において成果目標から

更に地区内で経営面積３割又は１０ｈａ以上拡大等することが

確認できること 等 

成果目標

のうち必

須目標 

付加価値額（収入総額から費

用総額を控除した額に人件費

を加えた額）の１割以上の拡大 

事業実施地区内での経営面積の

３割又は４ｈａ以上の拡大 

融資の活用 要 不要 

補助率 １／２（上限） 
〔購  入〕３／１０（上限） 

〔リース導入〕３／７（上限） 



上限額 

法人：３,０００万円 

法人以外：１,５００万円 

市町村が認める者：１００万円 

法人であるかを問わず：１,５００

万円 

市町村が認める者：１００万円 

 要望がある場合は、令和６年１２月２０日㈮までに必要書類（令和５年分の税

務申告書のうち損益計算書または収支内訳書、要望される機械等の見積書及びカ

タログ）を御持参のうえ、役場２階農政林務課までお越しください。 

 なお、本事業は応募される農業者の取組や地域の取組をポイント化し、ポイン

トの高い農業者から配分対象とされるポイント制になるため、採択を確約するも

のではございません。 

問 農政林務課 担当：末永貴也（すえながたかや） ☎0984-42-5134   
 

 

高原町メールサービスの登録の御案内 
スマートフォン又はパソコンから下記メールアドレスに空メールを送信する

と、仮登録確認メールが届き、受信したメールに、本登録用ＵＲＬが記載されて

いますのでそちらをクリックして、本登録ページに接続して、案内に従って登録

してください。バーコード読み取り機能を使用する場合は、ＱＲコードを読み取

ってください。 

災害に係る情報、感染症など防疫に係る情報、交通・防犯、特殊詐欺、不審者

情報などの発生状況、年末年始のごみ出しなど生活に係る情報等を登録者に対し

配信しています。 

 

(スマートフォンの方)                  (ＱＲコード) 

 https://plus.sugumail.com/usr/takaharu/ 

 （フィーチャーフォン（ガラケー）の方） 

 https://m.sugumail.com/m/takaharu/ 

 

【サービスに関するお問い合わせ】           

高原町役場総務課 危機管理係 ☎０９８４－42－２１１２ 

 

 







令和６年12月16日  

 

 町民各位 

 

高原町長 高妻 経信    

     （公印省略）    

 

車両の一時停止について（お知らせ） 

 

 短日の候 皆様におかれましては、ますます御清祥のこととお喜び申し上げ

ます。 

 また、日頃より町政に御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 今回、町道 後谷・上町線に車両の一時停止が新設されましたのでお知らせし

ます。一時停止箇所については、下記（裏面あり）のとおりです。 

 通行の際には一時停止をされるようお願いします。 

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裏面につづく） 

㈱山本組 

一時停止箇所 

→至：高原中学校 

回 覧 



（裏面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先              

高原町役場建設水道課 TEL : 0984-42-4959 

拡大図 

直進、右折時、一時停止 

左折時、一時停止 

一時停止案内の標識が 2か所あります 



回 覧 

令和６年１２月１６日 

 町民各位 

                           高原町教育委員会 

 

令和７年度高原町教育委員会の会計年度任用職員募集について 

 

 高原町教育委員会では、令和７年度採用の会計年度任用職員を下記のとおり募集し

ます。 

 

記 

 

１ 募集職種、勤務条件、応募資格等 

  ※裏面を御覧ください。 

 

２ 応募方法 

  令和７年１月１７日（金）までに、必要書類を次の応募先まで持参、もしくは郵

 送（当日消印有効）してください。 

「履歴書」に必ず希望職種を記載してください。 

※履歴書については、町ホームページに掲載しますのでダウンロードして御活用

ください。 

   

応募先：〒８８９－４４１２ 

      宮崎県西諸県郡高原町大字西麓３９２番地 高原町中央公民館内 

      高原町教育委員会 教育総務課 

  受 付：月曜日～金曜日（土日祝日を除く）午前８時３０分～午後５時１５分 

 

３ 選考方法 

  令和７年２月上旬に、高原町中央公民館にて面接試験を実施します。 

  ※面接日時の詳細は、応募者へ通知します。 

 

４ 問い合わせ先 

  高原町教育委員会 教育総務課 学校教育係 山下 

  ＴＥＬ 0984-42-1484（内線 413） 

  E-mail kyousou@town.takaharu.lg.jp 



 

●任用期間  令和７年４月１日から令和８年３月３１日までの１年間となります。 

●手  当  ・通勤手当（通勤距離により支給、不支給を決定） 

       ・時間外手当（職種、勤務場所によって定められた時間外の勤務が生じた場合に支給） 

       ・期末手当（報酬及び任用期間等応じて支給されます。ただし、任用期間等によっては支給されない場合があります。） 

●休  日  週休日（土曜日、日曜日）及び国民の祝日並びに１２月２９日から翌年１月３日までの日が休日となります。 

       ただし、職種、勤務場所によって、これ以外の日が休日となる場合があります。 

●休  暇  年次有給休暇、忌引休暇等があります。年次有給休暇については、任用期間によって付与される日数が異なります。 

●保 険 等  学習指導充実推進教員及び特別支援教育支援員：健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入します。 

●そ の 他  併願を希望する場合は履歴書に「第１希望 ○○、第２希望 □□」と記入してください。 

       また、全ての職種において、勤務場所まで通勤していただくこととなります。 

募集職種 応募資格 業務内容 募集人数 勤務時間 報酬額 必要書類 試験内容 

学習指導充実推進教員 
教育職員免許法第４条に

規定する小中学校教諭免

許状を持っている方又は

令和７年３月取得見込の

方 

小学校・中学校での授業等 

若干名 
8:00～15:45 

（週 35時間） 

月額 

219,845円 

～ 
・履歴書 

・免許状の写し 

・免許状取得見込証明書

（大学が発行するもの） 

面接 

特別支援教育支援員 

（教諭免許保有者） 

・小学校・中学校での教育

上特別な支援を必要とす

る児童生徒の学習、生活支

援等 

月額 

207,741円

～ 

特別支援教育支援員 なし 

・小学校・中学校での教育

上特別な支援を必要とす

る児童生徒の生活支援等 

月額 

169,806円

～ 

・履歴書 

・保有している資格等の

証明書の写し 






